
水生生物の保全に係る水質環境基準の枠組み

１．現行の水質環境基準の枠組み

（１）健康項目と生活環境項目

　水質環境基準は、人の健康の保護に関する基準と生活環境の保全に関する基準とに分

けて定められている。

　人の健康の保護に関する環境基準は、カドミウム等２６項目について定められ、全公

共用水域につき一律に適用されるものとして設定されている。また、基準値は、飲料水

として摂取する場合の安全性や、魚介類の生物濃縮を考慮し魚介類の食品としての安全

性を考慮し、公共用水域の水質の基準値として定められている。

　生活環境の保全に関する環境基準は、現在、ｐＨ、ＢＯＤ等について定められている

が、人の健康に関する環境基準とは異なり、河川、湖沼及び海域ごとに、水域群別に設

定されている。水域群は、水域類型ごとにそれぞれ該当する水域名を別途環境大臣及び

都道府県知事が指定する（「あてはめ」）ことにより明らかにされ、基準の項目及び基準

値は、水域群ごとに、それぞれの類型の基準として明らかにされることになっている。

（２）要監視項目

　環境基準は、国、地方公共団体等が公害の防止に関する施策を講ずる際の目標となる

ものであり、環境基本法第 16 条第１項においては、環境基準が「維持されることが望

ましい基準」として、行政上の政策目標であることを示している。また、同条第４項に

おいては、「政府は公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、

環境基準が確保されるように努めなければならない。」と規定されている。そして、「公

害の防止に関する施策」として、事業者等の遵守すべき基準を定めること等による排出

等の規制、環境の状況を把握するための監視測定体制の整備等につき定めている。

　他方、環境基準健康項目の関係では、人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公

共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準項目とせず、引き

続き知見の集積に努めるべきと判断されるものについては、「要監視項目」として位置

づけ、継続して公共用水域等の水質測定を行い、その推移を把握していくこととされて

いる。
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２．水生生物の保全の観点からの環境基準

　他方、水生生物の保全の観点からの環境基準は、水生生物に蓄積された化学物質を人

が摂取した際の安全性の観点から設定するものではなく、むしろ、水生生物の生死及び

繁殖に与える影響という観点から設定するという考え方に立つものである。また、水生

生物については、その生息環境が生物ごとに異なり、また、生物ごとに化学物質に対す

る感受性が異なることから、生息環境ごとに基準値を設定することが考えられる。

○水生生物の保全の観点からの環境基準は、生活環境項目として設定することが適当で

はないか。

○水生生物の保全の観点からの環境基準は、従来の生活環境項目と同様、水域群別方式

を採ることが適当ではないか。

　現在、要監視項目は 22 物質について定められているが、これらはいずれも人の健康

の保護の観点から選択され、かつ指針値が導出されており、水生生物の保全の観点から

も、公共用水域の水質測定を行い、環境中の推移について把握する必要がある物質もあ

ると考えられる。

○水生生物の保全の観点からの環境基準の設定に当たっては、規制を含む各種施策を講

じる環境基準だけではなく、モニタリングを継続して行う、いわゆる「要監視項目」の

設定についても検討することが適当ではないか。

（別添参考：人の健康の保護に関する環境基準及び要監視項目等（現行））

（別添参考：生活環境の保全に関する環境基準（現行））










